
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

地域の公共交通リ・デザイン実現会議/
政府共通・分野別指針について

国土交通省

総合政策局モビリティサービス推進課
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自動運転
地方公共団体が地域づくりの一環として行う
バスサービスについて、実証事業を支援

交通DX

3つの共創

交通GX
MaaS
交通事業者等の連携高度化を後押しする
データ連携基盤の具体化・構築・普及を推進

交通のコスト削減・地域のCN化
車両電動化と効率的な運行管理・エネルギーマネジメント等の導入を一体的に推進

官民の共創
一定のエリアにおいて、地域でサービス水準を決定し、
事業者が複数路線を一括して長期間運行

▲茨城県境町の自動運転バスの運行

交通事業者間の共創
複数の交通事業者が共同経営を行うことにより、
垣根を越えたサービスを展開

他分野を含めた共創
地域交通と、様々な他分野との垣根を越えた事業連携を実現

A社

B社

C社

D社

乗
換
拠
点

A～D
社

郊外 市街地

医療×交通 介護×交通 エネルギー×交通 教育×交通

地域公共交通の「リ・デザイン」

○地域公共交通の需要の減少は、交通事業者の経営努力のみでは避けられないものであるため、自動運転や
MaaSなどデジタル技術を実装する「交通DX」、車両電動化や再エネ地産地消など「交通GX」、①官民共創、
②交通事業者間共創、③他分野共創の「3つの共創」、すなわち、地域の関係者の連携と協働を通じて、利便
性・持続可能性・生産性を高め、地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）を進める。

交通手段が重複 ネットワークの統合 エリア一括協定運行
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地域の関係者との連携・協働の事例

スクールバスの活用（住民混乗・空き時間活用）

A：交通空白地域など

【愛媛県大洲市 (4.3万人) 】

B：地方中心都市など

スクールバス・通院バス等を路線バスに一元化
【茨城県常陸太田市 人口：約5万人】

• 自治体が運行する、スクールバス、通院バス等を民間路線バスに
統合。輸送リソースの効率化と公的負担抑制を実現。

• スクールバスへの地域住民の混乗や、スクールバスの空き時間での
地域住民のための運行（2014年～）

スクールバス

病院

学校

混乗

道の駅

<大洲市内(肱川・河辺地域)の路線網>

○ 運行日 ：日祝以外
○ 運行本数： 1日4～7便
○ 利用実績：1,849人(R3)

※スクールバス（住民利用）の概要

出典：第３回 地域の公共交通リ・デザイン実現会議 常陸太田市発表資料

路線バスに集約・統合

コミュニティバス

病院バス

スクールバス

○ 運行日 ：毎日
○ 運行本数（便/週）：

601（H26）→673（R4）
○ 利用実績：

約23万人（H26）
→約25万人（R4）

○ 公的負担：
約181円/km （H26）
→約168円/km （H29）
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地域の公共交通リ・デザイン実現会議

地域の交通の活性化と社会的課題解決を一体的に推進するため、関係省庁の連携の下、デジタルを活用しつつ、地域の公共交通のリ・
デザインを促進する。

構成員（関係省庁）
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局 次長
内閣府 地方創生推進事務局 次長
警察庁 交通局長
こども家庭庁 成育局長
デジタル庁 統括官（国民向けサービスグループ長）
総務省 地域力創造審議官
文部科学省 総合教育政策局長
厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）
農林水産省 農村振興局長
経済産業省 地域経済産業グループ長

製造産業局長
国土交通省 公共交通政策審議官

都市局長
道路局長
鉄道局長
物流・自動車局長

観光庁 次長
環境省 総合環境政策統括官 （府省庁建制順）

構成員（有識者）
阿部守一 （長野県知事）
越 直美 （三浦法律事務所弁護士）
冨田哲郎 （東日本旅客鉄道株式会社相談役）
増田寛也 （日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長）
松本 順 （株式会社みちのりホールディングス代表取締役グループCEO）
椋田昌夫 （広島電鉄株式会社代表取締役社長）
森地 茂 （政策研究大学院大学客員教授、名誉教授）
山内弘隆 （一橋大学名誉教授）
吉田守孝 （株式会社アイシン代表取締役社長）

（五十音順・敬称略）

議長 国土交通大臣

構成員

目的

令和５年９月６日 （水） 第１回 課題整理（国土交通省）
10月25日（水） 第２回 連携・協働に関する取組の実態（関係省庁）
11月16日（木） 第３回 連携・協働に関する課題（自治体・事業者）

令和６年２月９日（金）第４回 データ利活用・司令塔機能（自治体・事業者）
４月５日（金）第５回 とりまとめ骨子（案）
５月17日（金）第６回 とりまとめ

スケジュール

経済産業大臣と国土交通大臣は、それぞれ関係大臣と連携し、本会議の下に、デジタルライフライン全国総合整備計画を策定
するための会議と、交通のリ・デザインと地域の社会的課題解決を一体的に推進するための会議を、それぞれ設置してください。

（参考）第13回デジタル田園都市国家構想実現会議（2023/6/2）岸田総理発言（抜粋）
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✓自動運転移動サービスの活用に取組む箇所数 100
✓AIオンデマンド交通の活用に取組む自治体数 500
✓自家用有償旅客運送に取組む団体数 1,000

KPI
目標年次 ： 2027年度

（デジタル田園都市国家構想総合戦略の期間）

B：地方中心都市などA：交通空白地など D：地域間C：大都市など
○ 公共交通事業者だけでは移動手段の十分な

提供が困難
⇒ 地域の輸送資源の総動員・公的関与の強化

○ 人口減少等により日常生活における「移動」の問題が深刻化
○ 交通分野だけでなく、様々な分野における人手不足等の課題が顕在
○ 地域によっては公共交通事業者のみでは、旅客運送サービスを維持することが限界

地域の公共交通リ・デザイン実現会議 とりまとめ 概要
検討の背景・必要性

〇 公共交通と、各分野の送迎との需要の分散が
みられ、公共交通の持続性が課題
⇒ 地域の公共交通の再評価・徹底活用

〇 内外から多くの来訪者が訪問
（一部時間帯・エリアでは
供給が不足）

⇒ 利便性・快適性に優れた
サービス提供を拡充

〇 広域での社会経済活動の活
性化が重要

⇒ 幹線鉄道ネットワークの機能
強化等の取組を検討

連携・協働に向けた取組が継続して行われるよう、KPIを位置付けたうえで、定期的に進捗状況のフォローアップを実施

地域類型ごとの課題解決に向けた方向性

関係府省庁が連携し、交通のリ・デザインと社会的課題の解決に向け、
一体的な検討が必要

継続的な連携・協働の取組の確保

●自家用有償旅客運送制度の見直し及び活用（道路運送法78条2号関係）

カタログ化による支援政府共通指針の策定 各分野の指針・通知の策定
構成員12省庁の連名に
よる政府としての共通指針
を策定し、全自治体に取組
を働きかけ

多様な分野との連携・協働等による取組を、意欲的・先行的に行う自治体について、関係府省庁による重点的な支援を行う枠組みを検討

環 境 の 醸 成 取 組 の 実 装

連携・協働のプロジェクト
例について、データ・支援
措置を交えてカタログ化

連携・協働の推進に向けた環境整備

取 組 の 加 速 化

法定協議会※のアップデート 地域公共交通計画のアップデート
多様な関係者の参画等
による司令塔機能の強化

データの活用等により、
地域全体を面的に捉えて
取り組む計画へ

施策のアップデート

都道府県によるサポート（中小市町村との連携・協働）

※地域交通法に基づいて設置される協議会

新たな制度、技術
の活用による、計画
施策の充実・強化

連携・協働を推進し、移動手段の確保・持続可能な交通ネットワークの構築を図る必要

✓各施設の送迎の見直しに新たに取組む自治体数 100
✓他分野との連携・協働に先導して取組む自治体数 100

国によるサポート

各分野の送迎について、
・地域住民の混乗
・公共交通への委託・集約
・空き時間の活用
等を推進するための事項を
明確化

●地域の自家用車・ドライバーを活用した新制度の活用（道路運送法78条3号関係）
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政府共通指針（本文）



政府共通指針（概要）

政府共通指針の策定（6/28発出）

政府一体として、「地域の公共交通リ・デザイン連携・協働指
針」を策定し、全自治体に取組を働きかけ

交通分野と各分野との連携・協働に係る方向性等を提示す
る、関係省庁連名による指針を策定し、全都道府県、全自
治体等に周知

1. 交通部局及び関連部局との連携の推進
2. 部局間の情報・データ共有の推進及び新技術・デジタ

ル技術の活用
3. 自家用有償旅客運送の積極的な活用
4. 地域の輸送資源の活用推進

国・自治体・関係者の意識改革を推進

周知ルート

本省
（9省庁）

関係省庁の
出先機関

都道府県
関係部局

自治体
関係部局

都道府県
知事

※周知先によっては、本省より都道府県の関係部局に直接周知

周知先発出元
地域活性化（RMO）、地財措置を担当している部局総務省1
子育て部局こども家庭庁2
教育部局、スポーツ・文化部局文部科学省3
介護・福祉部局、医療部局厚生労働省4
農林水産部局、農泊、JAを担当している部局農林水産省5
商工部局、商工会、商工会議所を担当している部局経済産業省6

交通部局国土交通省
公共交通政策審議官7

まちづくり部局都市局8
観光部局、DMOを担当している部局観光庁9
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✓自動運転移動サービスの活用に取組む箇所数 100
✓AIオンデマンド交通の活用に取組む自治体数 500
✓自家用有償旅客運送に取組む団体数 1,000

KPI
目標年次 ： 2027年度

（デジタル田園都市国家構想総合戦略の期間）

B：地方中心都市などA：交通空白地など D：地域間C：大都市など
○ 公共交通事業者だけでは移動手段の十分な

提供が困難
⇒ 地域の輸送資源の総動員・公的関与の強化

○ 人口減少等により日常生活における「移動」の問題が深刻化
○ 交通分野だけでなく、様々な分野における人手不足等の課題が顕在
○ 地域によっては公共交通事業者のみでは、旅客運送サービスを維持することが限界

地域の公共交通リ・デザイン実現会議 とりまとめ 概要（再掲）
検討の背景・必要性

〇 公共交通と、各分野の送迎との需要の分散が
みられ、公共交通の持続性が課題
⇒ 地域の公共交通の再評価・徹底活用

〇 内外から多くの来訪者が訪問
（一部時間帯・エリアでは
供給が不足）

⇒ 利便性・快適性に優れた
サービス提供を拡充

〇 広域での社会経済活動の活
性化が重要

⇒ 幹線鉄道ネットワークの機能
強化等の取組を検討

連携・協働に向けた取組が継続して行われるよう、KPIを位置付けたうえで、定期的に進捗状況のフォローアップを実施

地域類型ごとの課題解決に向けた方向性

関係府省庁が連携し、交通のリ・デザインと社会的課題の解決に向け、
一体的な検討が必要

継続的な連携・協働の取組の確保

●自家用有償旅客運送制度の見直し及び活用（道路運送法78条2号関係）

カタログ化による支援政府共通指針の策定 各分野の指針・通知の策定
構成員12省庁の連名に
よる政府としての共通指針
を策定し、全自治体に取組
を働きかけ

多様な分野との連携・協働等による取組を、意欲的・先行的に行う自治体について、関係府省庁による重点的な支援を行う枠組みを検討

環 境 の 醸 成 取 組 の 実 装

連携・協働のプロジェクト
例について、データ・支援
措置を交えてカタログ化

連携・協働の推進に向けた環境整備

取 組 の 加 速 化

法定協議会※のアップデート 地域公共交通計画のアップデート
多様な関係者の参画等
による司令塔機能の強化

データの活用等により、
地域全体を面的に捉えて
取り組む計画へ

施策のアップデート

都道府県によるサポート（中小市町村との連携・協働）

※地域交通法に基づいて設置される協議会

新たな制度、技術
の活用による、計画
施策の充実・強化

連携・協働を推進し、移動手段の確保・持続可能な交通ネットワークの構築を図る必要

✓各施設の送迎の見直しに新たに取組む自治体数 100
✓他分野との連携・協働に先導して取組む自治体数 100

国によるサポート

各分野の送迎について、
・地域住民の混乗
・公共交通への委託・集約
・空き時間の活用
等を推進するための事項を
明確化

●地域の自家用車・ドライバーを活用した新制度の活用（道路運送法78条3号関係）
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発出元指針名内容分野
文科省
国交省

児童生徒等及び地域住民の移動手段
の確保に向けたスクールバスと地域交通の
効果的な活用について(R6.10.11発出)

スクールバスへの地域住民の利用（混乗）に係る取扱いの明確化教
育・
子
育
て・
ス
ポー
ツ

①
スクールバス車両の空き時間活用に係る取扱いの明確化
スクールバスの交通事業者への委託に係る取扱いの明確化
スクールバスの地域公共交通への集約に係る取扱いの明確化
放課後児童クラブへの送迎の交通事業者への委託に係る取扱いの周知

国交省放課後児童クラブの送迎支援事業につい
て(R6.10.11発出)

部活動の地域連携・地域クラブ活動移行における移動手段の確保②

厚労省
国交省

介護サービス事業所・障害福祉サービス
事業所の送迎業務の効率化及び地域
交通との連携について(R6.10.11発出)

運営主体が異なる介護サービス事業所等の利用者の同乗に係る取扱いの周知介
護・
福
祉

③
介護サービス事業所等と居住実態がある場所との送迎に係る取扱いの周知
介護サービス事業所等の車両の空き時間活用に係る取扱いの明確化
介護サービス事業所等による送迎の委託に係る取扱いの周知
総合事業における通所型サービス等の送迎の委託に係る取扱いの明確化
介護保険法等に基づく移動支援等に係る道路運送法の取扱いの周知

調整中へき地患者輸送車の空き時間活用等に係る取扱いの明確化医
療

④
へき地患者輸送車の運行の共同委託に係る取扱いの明確化

農水省
国交省

農泊の推進における移動手段確保に係
る周知について（R6.6.28発出）

農泊の推進における移動手段確保に係る周知農
泊

⑤

総務省
農水省
経産省
中小企業庁
国交省

自家用有償旅客運送への多様な関係
者の参画について（R6.7.8発出）

自家用有償旅客運送への多様な関係者の参画共
通

⑥

国交省調整中各施設による送迎の活用に係る道路運送法の取扱いの明確化⑦
各施設による送迎の交通事業者への委託に係る対価の取扱いの明確化

分野別指針一覧



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

教育分野の指針
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11

スクールバスを地域の輸送資源と捉え、空き時間活用・地域住民の混乗に
ついて、本来の用途を妨げない範囲で、交通部局と教育部局及びスポーツ・
文化部局との連携の下、推進することが明記。

A：交通空白地域など

B：地方中心都市など

教育委員会や学校における業務負担軽減等の観点から、スクールバスの
交通事業者への委託や、スクールバスを廃止して地域公共交通に集約す
ることが望ましい場合、交通部局と教育部局及びスポーツ・文化部局との
連携の下、推進することが明記。

以下の工夫等により、保護者や地域住民の理解を得ることが重要
・地域公共交通会議等にてPTAや地域住民の意見を集約
・防犯カメラの設置等の安全対策等を実施

交通部局と教育部局等との連携に関する明確化
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地方交付
税措置

補助金道路運送法の許可・
登録

運行
条件

費目運送
主体

対象
地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金※５
へき地児童生徒援
助費等補助金※２

×※６×〇※３

―

―車両購入費地方公
共団体
(直営)

スクール
バス運
行時間
部分

〇※７××―運行費

×××―車両購入費交通
事業者
(委託)

〇※７×〇※４―運行(委託)費

〇※８〇
×

自家用有償旅客運送
(78条2号)

有償運行(委託)費※１

―
空 き 時
間部分

××不要無償

※１ 空き時間活用により増加した費用であり、かつスクールバス運行時間部分の運行（委託）費と明確に区別可能な費用に限る
※２ 補助要件等の詳細は「へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱」を参照
※３ へき地、学校統廃合及び過疎地域等の小・中学校の遠距離通学児童生徒の通学条件の緩和を図るために都道府県及び市町村がスクール

バスを購入する場合
※４ ①スクールバス運行に係る経費に限り補助対象（地域住民の利用に係る経費は補助対象外） ②運行委託費に、委託先における車両調

達代金を含めることは可能 ③地方公共団体が保有するスクールバス車両を用いて運行委託する場合は補助対象外 ④学校統廃合に係る
小・中学校の遠距離通学（小学校4km以上、中学校6km以上）の児童生徒の通学に要する交通費を負担する市町村の事業に対する補
助（補助期間５年間）

※５ 補助要件等の詳細は「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」を参照
※６ 各種地方債について、要件を満たす場合には当該地方債を活用可能
※７ 普通交付税に関する省令等又は特別交付税に関する省令等に基づき算定
※８ 地方バス路線の運行維持に要する経費について、特別交付税に関する省令に基づき算定

スクールバスの空き時間活用における支援制度

地方公共団体が整備し所有するスクールバス車両の空き時間に地域住民等を送迎する場合に
対象となり得る支援制度（令和６年度時点）



13

地方交付
税措置

補助金道路運送法の許可・登録運行
条件

費目運送
主体 地域内フィーダー系統確保

維持費国庫補助金※５
へき地児童生徒援
助費等補助金※２

×※６×〇※２――車両購入費地方公
共団体
(直営)

〇※７△※５×・自家用有償旅客運送
(78条2号)
・一般乗合旅客自動車
運送事業(4条1項)

有償運行費

〇※７×不要無償
×××――車両購入費交通事

業者
(委託)

〇※７△※５〇※３・自家用有償旅客運送
(78条2号)
・一般乗合旅客自動車
運送事業(4条1項)

有償運行（委託）費

〇※７×不要無償

※１ 補助要件等の詳細は「へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱」を参照
※２ へき地、学校統廃合及び過疎地域等の小・中学校の遠距離通学児童生徒の通学条件の緩和を図るために都道府県及び市町村がスクール

バスを購入する場合
※３ ①スクールバス運行に係る経費に限り補助対象（地域住民の利用に係る経費は補助対象外） ②運行委託費に、委託先における車両調

達代金を含めることは可能 ③地方公共団体が保有するスクールバス車両を用いて運行委託する場合は補助対象外 ④学校統廃合に係る
小・中学校の遠距離通学（小学校4km以上、中学校6km以上）の児童生徒の通学に要する交通費を負担する市町村の事業に対する補
助（補助期間５年間）

※４ 補助要件等の詳細は「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」を参照
※５ 市町村が生活交通路線維持のため道路運送法第４条（法第３条第１号イに係るものに限る。）又は第79条の規定に基づいて運行又は

業務委託している場合、申請可能。
※６ 各種地方債について、要件を満たす場合には当該地方債を活用可能
※７ 普通交付税に関する省令等又は特別交付税に関する省令等に基づき算定

スクールバスに地域住民が混乗する場合における支援制度

スクールバスに地域住民が混乗する場合に対象となり得る支援制度
（令和６年度時点）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

介護・福祉分野の指針

14



15

介護送迎の外部委託に関する課題（前橋市）

出典：地域の公共交通リ・デザイン実現会議 第３回前橋市発表資料

論点①

論点②
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適用される運賃・料金（委託費用）に関するルール委託先の交通事業
者に係る許可区分
（道路運送法）

一般貸切旅客自動車運送事業者が国土交通大臣に届け出た運賃及び料金の下限額以上。原
則

一般貸切

【年間契約における運賃料金】
以下の計算方法により算出した年間運賃額により、実働日数に1.4を乗じた日数にわたって運行可能を行
うことも可能。
●年間運賃額＝1日あたりの貸切運賃 × 実働日数（365日 ×実働率）

例
外

総括原価方式に基づき、運賃ブロックごとに設定される上限と下限の範囲内（特定・準特定地域 以外にお
ける自動認可運賃制度）又は国土交通大臣が指定した運賃の範囲内（特定・準特定地域における公定
幅運賃制度）であるとして認可を受けて設定される運賃として、以下の各種運賃が規定。
①距離制運賃（時間距離併用制運賃を含む。） ②時間制運賃 ③定額運賃

原
則

一般乗用

【協議運賃（特定・準特定地域以外）】
地域の関係者間において協議が調った場合について、国土交通大臣への届出を経て設定される運賃。

【福祉輸送サービス（介護タクシー）に係る運賃】
以下の①～③に例示する運賃等、距離制によらない運賃のみを設定することが可能であり、距離制による運
賃を設定する場合を含め、審査基準及び処理期間等が弾力的に取扱われる。
① 時間制運賃を基本として、15分又は30分単位など細分化した時間に対応して設定するもの
② 一定の幅で運賃を設定し認可を受け、その範囲内で送迎サービスの内容等に応じて運賃を収受するもの
③ 一定の輸送範囲において定額運賃を設定するもの

※運賃の割引、料金の設定については、輸送の実績に応じた弾力的な取扱いが可能であり、介護料金等
旅客の運送に直接伴うものではない料金は認可・届出いずれも不要。

例
外

運送の態様に応じて、需要者と運送事業者間で決定。特定旅客

運賃・料金（委託費用)設定に関する道路運送法のルール
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送迎業務の共同委託に関する明確化

別の事業所へ委託する場合や複数の事業所で共同委託を行う場合も、事
業者間において同乗にかかる条件（費用負担、責任の所在等）をそれぞれ
の合議のうえ決定している場合には、利用者を同乗させることは差し支えない。
※令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月15日） 問67の答（共同委託について）

介護事業所A

送迎委託

介護事業所Bが送迎

①他の介護事業所への送迎委託 ②交通事業者への送迎共同委託

共同委託
交通事業者が送迎 介護事業所A・B

A利用者宅 B利用者宅

以下のいずれのパターンも送迎減算されないことが明確化

A・B利用者混乗 A利用者宅 B利用者宅 A・B利用者混乗
17
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通所送迎の範囲明確化

利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、
利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等
運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場
合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。
※令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１） （令和６年３月15日）問65の答（送迎の範囲について）

親族の家介護事業所

自宅以外の場所（親族の家等）にも送迎可能であることが明確化
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送迎車両・ドライバーの空き時間活用に関する明確化

地域の介護サービス事業所等の送迎車両及びドライバーは、特に交通事業
者によるサービス提供が不足している地域において有効な輸送資源となる場合
があるところ、当該車両及びドライバーの空き時間を活用して地域住民等を
送迎する取組は、介護サービス事業所等の利用者の送迎が行われない時
間及び利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬及び障害福
祉サービス等報酬に影響なく実施可能である。
※介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携について（本指針）

A：交通空白地域など



✓自動運転移動サービスの活用に取組む箇所数 100
✓AIオンデマンド交通の活用に取組む自治体数 500
✓自家用有償旅客運送に取組む団体数 1,000

KPI
目標年次 ： 2027年度

（デジタル田園都市国家構想総合戦略の期間）

B：地方中心都市などA：交通空白地など D：地域間C：大都市など
○ 公共交通事業者だけでは移動手段の十分な

提供が困難
⇒ 地域の輸送資源の総動員・公的関与の強化

○ 人口減少等により日常生活における「移動」の問題が深刻化
○ 交通分野だけでなく、様々な分野における人手不足等の課題が顕在
○ 地域によっては公共交通事業者のみでは、旅客運送サービスを維持することが限界

地域の公共交通リ・デザイン実現会議 とりまとめ 概要（再掲）
検討の背景・必要性

〇 公共交通と、各分野の送迎との需要の分散が
みられ、公共交通の持続性が課題
⇒ 地域の公共交通の再評価・徹底活用

〇 内外から多くの来訪者が訪問
（一部時間帯・エリアでは
供給が不足）

⇒ 利便性・快適性に優れた
サービス提供を拡充

〇 広域での社会経済活動の活
性化が重要

⇒ 幹線鉄道ネットワークの機能
強化等の取組を検討

連携・協働に向けた取組が継続して行われるよう、KPIを位置付けたうえで、定期的に進捗状況のフォローアップを実施

地域類型ごとの課題解決に向けた方向性

関係府省庁が連携し、交通のリ・デザインと社会的課題の解決に向け、
一体的な検討が必要

継続的な連携・協働の取組の確保

●自家用有償旅客運送制度の見直し及び活用（道路運送法78条2号関係）

カタログ化による支援政府共通指針の策定 各分野の指針・通知の策定
構成員12省庁の連名に
よる政府としての共通指針
を策定し、全自治体に取組
を働きかけ

多様な分野との連携・協働等による取組を、意欲的・先行的に行う自治体について、関係府省庁による重点的な支援を行う枠組みを検討

環 境 の 醸 成 取 組 の 実 装

連携・協働のプロジェクト
例について、データ・支援
措置を交えてカタログ化

連携・協働の推進に向けた環境整備

取 組 の 加 速 化

法定協議会※のアップデート 地域公共交通計画のアップデート
多様な関係者の参画等
による司令塔機能の強化

データの活用等により、
地域全体を面的に捉えて
取り組む計画へ

施策のアップデート

都道府県によるサポート（中小市町村との連携・協働）

※地域交通法に基づいて設置される協議会

新たな制度、技術
の活用による、計画
施策の充実・強化

連携・協働を推進し、移動手段の確保・持続可能な交通ネットワークの構築を図る必要

✓各施設の送迎の見直しに新たに取組む自治体数 100
✓他分野との連携・協働に先導して取組む自治体数 100

国によるサポート

各分野の送迎について、
・地域住民の混乗
・公共交通への委託・集約
・空き時間の活用
等を推進するための事項を
明確化

●地域の自家用車・ドライバーを活用した新制度の活用（道路運送法78条3号関係）
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地域の関係者による連携・協働のカタログ
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地域の関係者による連携・協働のカタログ 事例
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指針・カタログは国交省HPにて公開中

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000211.html


